
コロナ禍において在宅救急が果たした役割と
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コロナ禍により、ほぼ全ての国で「医療崩壊」が起こった。

• 医療需要の爆発的急増が起これば、capacity overで提供体制が

機能不全（systemic risk）を起こすのは不可避。

感染初期、ほぼ全ての国で病床（急性期病床・救急病床）はコロナ患者に占拠され

病院全体（医療システム・救急体制全体）の機能が麻痺する事態が生じた。

・ しかし、事後対応（危機管理）によって事態の推移はかなり違った。

英国（イングランド）、フランス、ドイツの経験とその比較は参考になる。

（日本医師会総合研究機構「欧州調査報告」（2023年11月））

https://www.youtube.com/watch?v=F9iot0LfMcI （報告会アーカイヴ）
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• 今回のCOVID-19禍で露呈したのは、平時の医療提供体制が持っていた構造的弱点。

→課題は有事対応（のみ）にあるのではなく、平時の体制にある。

① 自由開業医・自由標榜制のもと、独立採算の中小民間病院中心で発展してきた我が
国では、病院機能（設備投資や人的資源配置）は個々の医療機関が判断。

医療機関は機能未分化・相互に競合/競争関係。医療機関相互の連携・協働の契機
が内在していない。

② 他方で患者の「選択の自由」が大きいフリーアクセスの医療保険制度の下で、患者の流
れ（適時適切な医療需要の振り分け）は制度的にコントロールできていない。

• 結果、全体としてみれば、地域（医療圏）全体での最適資源分配・提供機関相互の連携
/協働の視点が弱く、機能未分化・非効率で「資源の薄まき」状態の余力のない医療提
供体制が形成。

・ 今回のCOVID-19禍のように局所的に負荷がかかれば、いとも簡単に崩れる。
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救急医療をめぐる課題は、 我が国の医療提供体制の課題の鏡でもある

• 今回の COVID-19 禍は「すでに起こっている（起こった）未来」

2040年に直面するであろう医療の現場を、我々は現在進行形で経験した。

そして今、能登半島でも同じ光景を我々は目にしている。

• 高齢者人口は2040年代半ば、後期高齢者人口は2060年代後半までは増加

85歳を過ぎれば４割が認知症あり、５割は要介護者。

• 他方、今日すでに入院患者の７割は65歳以上、半数は75歳以上、高齢者の６割は独
居か高齢夫婦世帯

• 近い将来、医療現場では要介護高齢者・複数の基礎疾患を持つ患者（multimorbidity）
の急性期対応・感染症対応が常態化し、家族介護はほぼあてにならなくなる。

→現在の医療・介護提供体制で、2040年の社会を支えられるのか？
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：今回の危機を乗り越えていく過程で在宅医療はその力量と可能性を大きく広げた。

それを支えた一つの大きな力が新しい医療技術・医療機器、特にICT、IoT。

ウェアラブル端末、コミュニケーション機器、診断治療機器（例：在宅酸素）など、在宅で活用可能な

様々な診断治療支援技術が次々と導入・実装され、Covid-19と戦う在宅医療の現場を支えた。

：在宅医療を支える新たなサービスモデルが登場した（特に都市部）。

大規模在宅、時間外・夜間専門往診、オンライン診療、多職種協働を支える情報連携システム

これらのサービスモデルを支えたのも、ICT、IoTを駆使した様々な技術革新。

：医療ITには、医療のあり方を劇的に変えていく可能性がある。

「診断治療―臨床」の場面だけではなく、在宅（地域）と病院の機能分担、医療提供体制のあり方、

さらには日常的な健康管理・予防まで含めたトータルな意味での医療ケアー「ヘルスケア」―の形を

大きく変えていく可能性がある。

他方で、、、、、
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（株）ファストドクター 菊池医師の講演資料より

☆ 在宅医療の機能強化をしておかなければ、病院（入院・救急医療）への負荷がどんどん
大きくなって再び機能不全を起こす。
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救急医療の課題解決のためにも地域医療の強化が必要

令和4年度 :総務省消防庁 救急・救助の現況 

資料:東京都福祉保健局 地域包括ケアシステムにおける迅速・適切な救急医療に関する検討委員会(H29) 

初期救急の需応体制（訪問診療・訪問看護など）が整えられれば
救急出動件数は相当数抑制できる

400

450

500

550

600

650

700

750

平
成
1
4
年 1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

令
和
元
年 ２ ３ ４

救急出動件数
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救急出動件数及び搬送人員の推移

（万人）

7,229,838件

6,216,909人

（出典）令和５年版 救急・救助の現況（総務省消防庁） 第１６図より一部改変

搬送患者の重症度別内訳
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2035年の救急搬送入院患者数の予測

〜高齢者（特に85歳以上の超高齢者）救急が急増する〜



事故種別・初診時程度別高齢者搬送人員数
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超高齢社会における医療のあり方の変化

• 「治す医療」から「治し支える医療」へ

生活の質（Quality Of Life）を重視した医療、「生活の中の医療（生活を犠牲にしない医療）」

• 人々は可能であれば最後まで住み慣れた地域・自宅で過ごすことを望む。

可能な限り住み慣れた地域で完結できる医療提供体制の構築が重要。

• とすれば、超高齢社会の病院病床に求められる機能は

① 「治す」に特化した高次機能を担う病院

② 地域医療、在宅医療を診療所とともに担う「治し、支える」病院

という、二つの方向に分かれていくと考えられる。

救急医療のあり方も、このコンテクストの中で考えていく必要がある。
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地域医療構想の実現に向けた医療提供体制の方向性（イメージ）

肺炎など脳梗塞など風邪など

○ 「地域で高度な医療を支える柱となる病院」の体制が強化され、専門的な手術や救急で入院が必要になった時
に、構想区域内で質の高い医療を提供

○ ニーズの多い入院（後期高齢者等）については、地域包括ケアシステムを支える医療機関が対応

地域で高度な医療を
支える柱となる病院

応援・派遣

外来も可

応援・派遣

ニーズの多い
入院を受け入れ

専門的な手術が必要な
入院を受け入れ

地域包括ケアシステム
を支える医療機関

ニーズの多い
入院を受け入れ

地域包括ケアシステム
を支える医療機関

第２回地域医療構想及び医師確保計画に関する
ワーキンググループ
（令和3年12月３日） 新潟県提出資料
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今回のCOVID-19流行では我が国の高齢者救急の問題点が顕在化した

• 要介護高齢者の入院が多い
• 重症化しやすく、また治りにくい（複数の傷病の併存）
• 介護的ケアの必要性
• 長期入院に伴う廃用による心身機能の低下
• 軽快後の引き受け施設の確保が難しい（出口問題）

• 日本慢性期協会の武久洋三会長の提言
• 「急性期病床にも基準リハビリテーション、基準介護が必要である」

・ 急性期入院→回復期入院（リハ）→慢性期（入院・入所・在宅）という一方向の流れで
はなく、急性期 在宅という直接的往復のケースが増えている。

•その原因疾患として肺炎・心不全・尿路感染症によるものが増加している。

→受け入れ側（在宅・介護施設）の医療対応力の強化が求められる

2022年3月20日 第３回日本地域包括ケア学会における
松田晋哉産業医科大教授の講演資料より（一部改変）
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地域における面としてのかかりつけ医機能

28

日常診療時より、他の医療機関と連携し、地域住民（患者）の医療ニーズ
に対し、地域におけるネットワークで対応していくことが望ましい。

急変時においても、可能な限り地域におけるネットワークで対応を行い、
必要に応じて救急搬送の依頼や、高度急性期を担う医療機関での対応を行
うべきである。

地域の住民が誰一人困ることがないよう、地域医師会がリーダーシップを
取り、診診連携・病診連携のネットワーク等により、「地域における面としての
かかりつけ医機能」を発揮する必要がある。

地域包括ケア機能・医療介護連
携拠点機能を備えた

診療所や病院

地域住民（患者）

救急搬送
（二次救急）

かかりつけ医機能を
担う診療所

（または地域型病院）

①治療等
②地域の

医療機関を
紹介

①初診
（初回面談）

②受診・相談

【高度急性期機能】
高度・広域急性期
を担う医療機関

（三次救急）

①健康指導
②診察
③相談応需
④紹介

連携

相談

他の
診療所

連携

24時間体制

受診・相談等 診察等

連携

連携

①診療所を紹介
又は

②かかりつけ医
機能を自ら担う

かかりつけ医機能に係る診療所・病院の機能分化・機能連携

急変時の連絡先

日常診療

連携医療機関のネットワークで対応 急変時

29出典：日本医師会 「地域における面としてのかかりつけ医機能 ~かかりつけ医機能が発揮される制度整備に向けて~（第１報告）」（2022年11月2日）
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関連するバックデータ集
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外来患者・入院患者の年齢構成比

厚生労働省「患者調査」(2019） 18



2035年：85歳以上の高齢者が1000万人
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85歳を超えると５割は要介護・４割は認知症
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訪問診療を受けている患者の85％は要介護・要支援者
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在宅患者訪問診療料等 件数 推移

○ 訪問診療料 件数 、大幅に増加。往診料 件数 横 い。
○ 訪問診療を受ける患者 約９割 75歳以上 高齢者。

在宅患者訪問診療料、往診料 件数 推移

（件数/月）

出典：社会医療診療行為別統計（厚生労働省）
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在宅患者訪問診療料

累積比率

第 １ 回 在 宅 医 療 及 び 医 療 ・

介 護 連 携 に 関 す る W G

令 和 ３ 年 1 0 月 １ ３ 日

参考資料

改

在宅患者訪問診療料における年齢階級別分布

訪問診療が増える → サービスの中心はアウトリーチ型へ

80歳以上で全体の８割,85歳以上
で2/3を占める
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救急搬送も増大する → その主力は後期高齢者、特に85歳以上高齢者
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年齢区分別搬送人員構成比率の推移

○ 高齢者の搬送割合の中でも、特に75歳から84歳、85歳以上の割合が増加傾向にある。

（出典）令和４年版 救急・救助の現況（総務省消防庁） 第30図
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平成24年中

小児 成人 高齢者

「救急・救助の現況」（総務省消防庁）のデータをもとに分析したもの

（万人） （万人） （万人）

○ 高齢者の人口増加に伴い、高齢者の救急搬送人員が増加し、中でも軽症・中等症が増加している。
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平成23年

令和4年

小児 成人 高齢者

死亡 0.09万人 1.6万人 6.5万人

重症 1.1万人 12.3万人 34.4万人

中等症 10.5万人 62.3万人 131.5万人

軽症 35.2万人 123.1万人 106.2万人

小児 成人 高齢者
（18歳未満） （18歳～64歳） （65歳以上）

死亡
0.06万人 1.3万人 7.8万人
0.03万人減 0.3万人減 １.3万人増
▲33% ▲19% 20%

重症
0.8万人 9.6万人 37.7万人
0.3万人減 2.7万人減 3.3万人増
▲33% ▲22% 10%

中等症
11.4万人 60.8万人 198.0万人
0.9万人増 1.5万人減 66.5万人増

９% ▲2% 51%

軽傷
36.9万人 114.5万人 142.7万人
1.7万人増 8.6万人減 36.5万人増
4% ▲7% 34%

令和4年中

死亡：初診時において死亡が確認されたもの
重症（長期入院）：傷病程度が３週間の入院加療を必要とするもの
中等症（入院診療）：傷病程度が重症または軽症以外のもの
軽症（外来診療）：傷病程度が入院加療を必要としないもの

傷病程度とは、救急隊が傷病者を医療機関に搬送し、初診時における
医師の診断に基づき、分類する。

10年前と現在の救急搬送人員の比較（年齢・重症度別）
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脳疾患 心疾患等 消化器系 呼吸器系 精神系 感覚系 泌尿器系 新生物 その他 症状・兆候

診断名不明確

10年前と現在の高齢者における急病の疾病分類別搬送人員の比較（万人）

平成23年 令和３年

10年前と現在の救急自動車による急病の疾病分類別搬送人員の比較

（出典）救急・救助の現況（総務省消防庁）のデータをもとに分析したもの

○ 急病のうち、高齢者の「脳卒中」「精神系」を除いた疾患と、成人の「症状・徴候・診断名不明確」が増加している。

（万人）

小児 成人 高齢者

脳疾患 0.6万人 8.2万人 22.4万人

心疾患等 0.1万人 7.3万人 21.7 万人

消化器系 1.5万人 15.0万人 16.3 万人

呼吸器系 2.6万人 6.7万人 20.5 万人

精神系 0.5万人 9.8万人 2.2万人

感覚系 1.8万人 6.4万人 6.1万人

泌尿器系 0.1万人 6.0万人 4.7万人

新生物 0.02万人 1.5万人 4.0万人

その他 5.6万人 23.6万人 33.9万人

症状・徴候
診断名不明確

9.9万人 32.8万人 50.8万人

総人口 2034.0万人 7770.6万人 2975.2万人

小児 成人 高齢者

脳疾患
0.3万人

（0.3万人減）
5.8万人

（2.4万人減）
20.9万人
（1.5万人減）

心疾患等
0.2万人

（0.1万人増）
6.3万人

（1.0万人減）
25.8万人
（4.1万人増）

消化器系
1.2万人

（0.3万人減）
11.9万人
（3.1万人減）

19.9万人
（3.6万人増）

呼吸器系
1.8万人

（0.8万人減）
5.7万人

（1.0万人減）
23.7万人
（3.2万人増）

精神系 0.5万人
6.5万人

（3.3万人減）
1.9万人

（0.3万人減）

感覚系
1.4万人

（0.4万人減）
6.3万人

（0.1万人増）
8.8万人

（2.7万人増）

泌尿器系
0.2万人

（0.1万人増）
6.0万人

8.1万人
（3.4万人増）

新生物
0.01万人

(0.01万人減)
1.3万人

（0.2万人減）
5.3万人

（1.3万人増）

その他
2.8万人

（2.8万人減）
16.4万人
（7.2万人減）

28.6万人
（5.3万人減）

症状・徴候
診断名不明確

12.3万人
（2.4万人増）

43.9万人
（11.1万人増）

86.7万人
（35.9万人増）

総人口
1805.5万人
228.5万人減

7123.3万人
647.3万人減

3621.4万人
646.2万人増

平成23年中
令和３年中
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【休日・夜間】
中等症患者

重症患者

患者数が減少！
⇒ 病院経営に悪影響

重症患者

重症患者の受入れが可能な
体制を維持できる

【患者にとって】：身近な病院で必要な医療を受けられる
【周辺病院にとって】：患者数を確保できる

転院（下り搬送）の促進

空きベッドがない！
⇒ 本来必要な重症患者

 の受入れができない

【休日・夜間】
中等症患者

【休日・夜間】
中等症患者

【休日・夜間】
中等症患者

休
日
・
夜
間
の
救
急
医
療
体
制
の
役
割
分
担

「転院（下り搬送）」なし

「転院（下り搬送）」あり

転院

転院

転院（下り搬送）の必要性

第２回地域医療構想及び医師確保計画に
関するワーキンググループ
（令和3年12月３日） 新潟県提出資料
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救急相談センター

令和5年度東京消防庁救急相談センター 統計資料 より
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ACP・在宅医療・救急医療
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10～15の自治体 （自治体職員、在宅医療関係者、救急医療関係者等）を対象に、
グループワークを実施。

・連携ルールの内容検討
・連携ルール運用までの工程表の策定 に取り組むための支援を実施

＜背景・課題＞ 本人の意思に反した（延命を望まない患者の）救急搬送が散見
国民の多くが人生の最期を自宅で迎えることを希望している。一方、高齢者の救急搬送件数も年々増加し、また大半は、人生の最終段階における医療等について、家族と話し

合いを行っていない。このような背景を踏まえると、今後、本人の意思に反した救急搬送が増加する懸念がある。

＜対策＞ 患者の意思を関係機関間で共有するための連携ルールの策定支援
先進自治体では、在宅医療関係者と救急医療関係者の協議の場を設け、救急搬送時の情報共有ルールの設定や、住民向け普及啓発に取り組んでいる。こうした先進事例をもと

に、複数の自治体を対象としたセミナーを実施し、連携ルール策定のための重点的な支援を行う。また、本取組について全国的な横展開を推進していくことで、人生の最終段階にお
いて本人の意思が尊重される環境を整備する。

・既に連携ルールを運
用している先進自治
体の取組（連携ルール
の運用に至る工程、課
題）を分かりやすく紹
介

在宅医療・救急医療連携セミナー

・有識者や先進自治体
の支援のもと、連携
ルールの検討や工程表
策定についてグループ
ワークを実施。

予め、
本人の意向を
家族やかかりつ
け医等と共有し、
人生の最終段階
における療養の
場所や医療につ
いて、本人の意
思が尊重される
取組を推進

本人の意思に反し
た搬送例が散見

連携ルール運用に至るまでの手順や、運用後の課題等をとりまとめ、

全国の自治体に情報提供することで、参加自治体以外への横展開を推進

救急医療、消防、在宅医
療機関が、患者の意思
を共有するための連携
ルール等の策定を支援

問題意識

対策

先進事例の紹介

・セミナーで策定した
工程表の実施状況や
課題を把握し、工程
表の改善等を支援。

有識者による
策定支援

継続的な
フォローアップ

方向性

ルールに沿っ
た情報共有

在宅医療・救急医療連携セミナー

全国的な横展開の推進
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居宅・介護施設の高齢者の救急医療

（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年３月３１日付医政指発０３３１第１４号）抜粋）

・ 居宅・介護施設の高齢者が、自ら意思に沿った救急医療を受けられるような環境整備を進める

見直しのポイント

救急医療の体制構築に係る指針（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年３月31日付け 課長通知））

第２ 医療体制の構築に必要な事項

２ 各医療機能と連携

(2) 病院前救護活動の機能【救護】

② 関係者に求められる事項

エ 地域の救急医療関係者

・ 医療関係者、介護関係者は、地域包括ケアシステムやアドバンス・ケア・プランニング（以下「ACP」という。）に関する議論の場

等において、患者の希望する医療・ケアについて必要な時に確認できる方法について検討すること

・ 自治体や医療従事者等は、患者や家族が、人生の最終段階においてどのような医療・ケアを望むかについて日頃から話し合う

ことを促すこと

・ ACPに関する議論や救急現場における心肺蘇生を望まない心肺停止患者への対応方針等は、例えば、救急医療の関係者や

地域包括ケアの医療・介護関係者、消防関係者等地域の関係者がそれぞれ実施する会議を合同で開催することなどにより、地

域の実情に応じ地域の多様な関係者が協力して検討すること

見直しの具体的内容
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